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第19回鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

 

日時：令和3年12月7日(火) 14:30～16:00 

場所：TKPガーデンシティ仙台 ホール21A 

 

1.鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業（吉田川）の事業再評価について 

〈事務局から、資料-1「河川事業 再評価 鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業(吉

田川)説明資料」を説明〉 

【審議結果】 

 鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業（吉田川）事業再評価について、事業の継続は

妥当と判断する 

 

 ●委 員：県管理区間を直轄に編入して上流のほうまで広げてという話があった

が、それに伴う影響があるか。全体の事業費に比べると微々たるもの

で、ほどんど影響がないのか。 

 

 ○事務局：もともとの県管理区間を延伸して、今回善川の遊水地事業をしている。

最初の事業評価の事業費128億円は、その事業費で計算しているため、

今回と条件は変わっていない。 

 

 ○事務局：遊水地にかかるところだけでを延伸しており、遊水地の下流への効果

は変わらないため、延伸がコスト、ベネフィットに関わらない。 

 

 ●委 員：14ページのB/C、残事業で見ると9.1ということで、費用便益比かなり

でている。総費用がかなり上がっているが、その理由はなにか。 

 

 ○事務局：遊水地の中の地内水路の金額は増加しているが、周囲堤の施工、囲繞

堤の部分で減少している。事業整備する整備内容、トータルの予算は

変わっていない。現在価値化する仕方のルールに基づいて算出すると
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この金額差となる。 

 

 ●委 員：現在価値化したときの年度の違いならば、何か分かるようにしたほう

がよい。これだと25億円も上がっているように見える。 

 

 ○事務局：表現の仕方を少し工夫したい。 

 

 ●委 員：18ページで、防災拠点施設である黒川高校の浸水の被害解消が期待さ

れるとあるが、現時点では指定避難所で浸かってしまう。恐らく運用

で気をつけているのだとは思うが、どうなっているのか。 

他には、こういった指定避難場所で浸かるような場所というのはある

のか。 

 

 ○事務局：指定避難所である黒川高校は、今回の事業で浸水被害が解消される。

浸水域が残る場所は、18ページ目の平面図で示している竹林遊水地の

上流部分で、農地の部分となる。 

 

 ●委 員：全体計画は平成29年につくり始めたということだが、平成29年の時点

で善川遊水地と竹林川遊水地の計画は入っていたか。 

 

 ○事務局：平成29年度に新規採択になったが、そのときから遊水地2つは計画に

入っている。 

 

 ●委 員：それは安心した。当初計画に遊水地があり、令和元年の大雨がたまた

ま追い打ちがかかってしまった。当初計画が正しいというシナリオで

よいか。そのシナリオを明確にして、時系列での整理をお願いする。 

 

 ○事務局：平成27年に被災をしているが、平成29年に事業計画を立案している。

この計画がなぜ2年遅れたかというと、鳴瀬川水系の全体の治水計画

を立てて、その中での位置づけを明確にして事業化を進めたためであ
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る。計画の中でも検証しながら事業は進めている。 

 

 ●委 員：本事業全体で、今時点で事業費ベースで進捗率何％という数値は出せ

るか。 

 

 ○事務局：全体事業費で、大体8割ぐらい進んでいる。堤防整備は事業費ベース

で24％ぐらいである。河道掘削で95％ぐらい、善川遊水地で85％、あ

と竹林川遊水地のほうは100％である。 

 

 ●委 員：普通の河川整備事業の中では、これだけ進捗がきちんといっていると

いうのは､逆に珍しいと感じる。個人的にはこの事業継続に全く異論な

い。 

 

 ●委 員：吉田川は5年ぐらいのかなり短い周期で､非常に大きな水害が連発して

いるということなので、この事業に対する期待というのは地元は非常

に大きいかと思う。ぜひ迅速に進めていただきたいというふうに感じ

た次第である。 

令和元年の被災場所と中流と上流でずれているが、今回の遊水地が、

どの程度効果がでるかといった説明があると非常によい。 

 

 ○事務局：床上事業の整備が終わらないうちに中下流で被害を受けている。中下

流部の整備は大きな堤防決壊があったため、災害復旧事業で対応して

おり、事業評価を実施していない。 

河川整備計画としては一気通貫で全体としての効果になるものである

ため、河川事業全体としての事業評価の中に床上事業、災害復旧の事

業も含めて全体として効果がどのぐらいあるかというのをお示しする

ことになる。 

 

 ●委 員：分かった。今回の再評価の話の枠からずれてしまったところもあるの

で、また別の機会にお示しいただきたい。 



 

4 

 

 

 ○事務局：台風19号の後に大規模災害関連事業という事業を入れ、吉田川全川に

わたって掘削する事業を実施している。台風19号に対して、床上事業

と大規模災害関連事業の2つ事業が終わると落合の基準点のところで

約1.0mほど水位低減が図れるという試算がでている。 

 

 ●委 員：今回のこの遊水地2か所やって、地役権設定は最終的にやったのか。

それから、最終的な補償はどういう形になったのか、参考までにお聞

かせいただきたい。 

 

 ○事務局：地役権を設定して補償のお金はお支払いをしているという形になる。

厳密にどれだけのお金を払ったかというのは、この場所で私が幾らで

すというのが適切かどうか分からないので、差し控えさせていただき

たい。 

          この事業は広大な土地を、地役権を地元の地権者の方にご了解を得て、

しかも時間が限られた中の事業になっている。しかも、当初遊水地は

令和4年度に完成させる予定だったが、竹林川遊水地の方は１年前倒し

して運用ができるような形になった。そういった地域の方々のご協力

というのをしっかり受け止めて、治水の効果を上げるということに尽

力していきたいと思っている。 

 

 ●委 員：その遊水地部分の経済的な費用があるだが、それはカウントされてい

るのか。遊水地部分は、洪水で畑が浸かる。そうすると、経済的な被

害、要するに世の中からその分なくなってしまう。その部分は入って

いるのか。今確かめてもらわなくてもいいのだが、そういうのを入れ

ないと本当はいけない。 

 

 ○事務局：確認する。 

 

 ●委 員：遊水地の整備、河道掘削については最下流部の急激かつ大規模な洪水



 

5 

 

を緩和することになるのだろうということで､賛同を表して推進して

いただきたいと考えている。 

      特に下流部、私どもの市でいえば吉田川に関しては、右岸の東松島市

から松島町に向かう途中の堤防が低く、狭い箇所があり、その上には

宮城県の道路がある箇所があり、東北地方整備局及び北上川下流河川

事務所には度々要望等をしている。その整備をよろしくお願いした

い。農林水産省及び県の農地サイドの事業も入り込んで、排水がなか

なか困難なところがあるため、そういったところの今後の改善につい

ても下流部としてはよろしくお願いしたいと考えている。 

 

 ○事務局：鳴瀬川床上浸水対策特別事業（吉田川）については、事業の継続は妥

当と判断するということで整備局の事業評価監視委員会へ報告案とさ

せていただきたい。 

 

 ●委 員：事務局案をいただいたが、何かご発言あればお願いする。基本的にこ

ういった方向で、かつ特に附帯意見ということもなかったため、この

内容で、認めることにしたいがよろしいか。 

 

 「はい」の声 

 

 ●委 員：本事業につきまして継続妥当とするということで、親委員会のほうに

答申する。 
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２．鳴瀬川水系河川整備計画の変更に向けて及び鳴瀬川水系における流域治水等の

取り組み 

〈事務局から、資料-3「鳴瀬川水系河川整備計画の変更に向けて」及び資料4「鳴

瀬川水系における流域治水等の取り組みについて」を説明〉 

 

 ●委 員：地球温暖化は世界的な政治経済、気象等の不確実性がある。そのよう

な不確実性がある中でのプロジェクトの進め方は、リアルオプション

といって学術的にきちんとした体系がある。従来のフレームワークの

延長で検討されるのではなく、固まった学問を取り入れる点も検討し

ていただきたいと思う。 

 

 ○事務局：地球の温暖化に向けて、治水政策というのはもう大転換期を迎えてい

る。１つは流域治水といって、川の中だけで洪水を守るという発想か

ら､流域の方にもお手伝いいただいてということになっている。 

もう1つは、将来温暖化になって雨が強くなる。そういう強くなった雨

を前提にして計画を立てるという2つ大きな点で転換期を迎えている。

そういった意味で、先生からご指摘のあったところは、治水政策とし

てもしっかり受け止めて実施しているところであるため、ご期待いた

だければと思う。 

 

 ●委 員：私の本業は生態、水質で、SDGsの6番目の水の問題を扱っている。川

はいろんな意味で生物のたくさんいるところで、当然田んぼとかとい

ろいろ行き来があったりする。生態に対する配慮は、今回の委員会で

議題がないが、考えていただけたらありがたいと思う。 

 

 ○事務局：先日行った流域治水のシンポジウムの中でご紹介をさせていただいた

が、例えば大崎耕土という取組、これは巧みな水管理といって、利水

面でも、治水面でも水をうまく管理しながら地域を守っていくという

ことが過去から営々とやられてきているという中で、例えば大崎耕土

の中にはきちんと大崎耕土という取組の中に環境を保全していくみた
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いな切り口もある。流域治水を進める上では､大変参考になるのではな

いかというふうに私自身思っており、流域治水を地域でやろうとする

と、そういうこともしっかりと打ち出しをして進めていかなければな

らないと思っている。またご指導いただければと思う。 

 

 ●委 員：今せっかく世界農業遺産の大崎耕土の例をだしていただいた。それと

これから政策として流域治水という方向で進められるということで

あるが、。明治時代に水利組合法ができたとき、宮城県内にできた水

害予防組合の大半が大崎耕土の関連である。いわゆる今これからそう

いう方向で、と言われる流域治水みたいなことを地域住民（農民側）

がずっとやってきたのである。 

ただ、農業用の幹線排水路のような整備であるため、川幅や堤防が昔

のままで弱いところも持っている。そういうところもきちんと組み入

れた形で流域治水という形で見ていただけると非常にありがたい。過

去の歴史などを含めたカルテみたいなのをつくっていただいて、そう

いうものも見ながら流域治水を考えていただければありがたいかなと

思う。 

 

 ●委 員：●●先生からお話を伺い、歴史的なこれまでの経緯という話があって、

やっぱりそういうものを全部組み合わせて総力戦でやっていかないと

いけないということは流域治水の真髄だと思う。 

 

 ●委 員：河川整備計画、将来30年後とかそういったところで気候変動という話

がかなりでているが、将来の日本のことを考えると、もう既に日本は

だいぶ貧乏になってきていると。将来的なことを考えるともう 10年

後、20年後でもこういった予算を切り回すだけの国力がないかもしれ

ないという、そういったおそれもあるので、将来的な日本の社会経済

的な環境も踏まえて計画をぜひ考慮していただきたい。 


